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（午後２時００分 開会） 

○議長（中川 健君）ただいまから、令和８年第１回大阪府都市ボートレース企業団議会定

例会を開会いたします。 

 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、第１回定例会を開会いたしましたところ、議員各位並びに理事者の皆様方には、

ご臨席を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会は令和８年度会計予算など、本企業団にとりまして重要な案件を審議す

るものであります。どうか議事の運営につきまして、格段のご協力を賜りますようよろし

くお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせて

いただきます。 

 まず、本日の出席議員等の報告をさせます。 

○議会事務局長（大野浩史君）ご報告申し上げます。 

 本日、欠席届のあった議員は、東大阪市の鳥居善太郎議員１名でございます。現在、出

席議員は１５名でございます。 

 説明員の出席につきましては、お手元に配付のとおりでございます。 

 次に、副企業長等の出席についてご報告いたします。 

 枚方市・伏見市長、堺市・永藤市長、貝塚市・酒井市長、富田林市・𠮷村市長、東大阪

市・野田市長、豊中市・長内市長、吹田市・後藤市長、泉大津市・重里副市長、岸和田市

・藤浪副市長、泉佐野市・真瀬副市長、高槻市・八十副市長、八尾市・髙萩財産活用課長、

寝屋川市・北川理事兼都市デザイン部長、茨木市・中村会計管理者。 

 以上でございます。 

（開    議） 

○議長（中川 健君）これより本日の会議を開きます。 

 まず、本日の会議録署名議員を指名いたします。 

 ４番 南野敬介議員、５番 岡田昌司議員の両議員にお願いいたします。 

 次に、企業長より挨拶があります。 

○企業長（瀧澤智子君）令和８年第１回定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げます。 

 本日ここに定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、ご多用中

にもかかわりませずご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 



 さて、昨年を振り返りますと、ＳＧやＰＧⅠ競走といったビッグレースはなかったもの

の、高松宮記念特別競走をはじめ、年末に開催いたしました住之江ファイナル競走など、

好調な売上を続けているところです。これもひとえに議員の皆様方をはじめ、多くのファ

ンの方々のご支援の賜物であると、改めて感謝を申し上げますとともに、今後も売上の向

上、収益の確保に取り組み、構成市への財政貢献に努力してまいる所存でございますので、

引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本定例会に上程させていただきますのは、報告１件及び令和８年度予算を含む議

案６件でございます。なお、令和８年度予算に係る事業運営の基本方針につきましては、

後ほどご説明させていただきます。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

して、開会のご挨拶とさせていただきます。 

○議長（中川 健君）挨拶が終わりました。 

 それでは、日程第１ 会期決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から２月１９日までの２５日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、会期は２５日間と決定いたしました。 

 次に、日程第２ 報告第１号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

○事務局長（武田克彦君）報告第１号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

 本件は、地方自治法第２９２条において準用する同法第１７９条第１項の規定により、

企業長において令和７年１２月２６日付けで専決処分したもので、同条第３項の規定によ

り議会にご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。 

 恐れ入りますが、会議事項の３ページをお開き願います。 

 今回ご報告いたしますのは、専決第４号 令和７年度大阪府都市ボートレース企業団モ

ーターボート競走事業会計補正予算（第１号）でございます。その内容につきましては、

次のページの補正予算実施計画書によりご説明いたしますので、恐れ入りますが４ページ

をお開き願います。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の収入の部の款１．モーターボート競走事業収益に

おきまして、１７３億５，８７０万円を増額し、９３０億５，４０５万９，０００円に改

めたものでございます。 



 補正の理由としましては、令和７年度の舟券売上が業界全体で好調な中、当企業団にお

きましても順調に売上を伸ばし、目標を上回ったことから、項１．営業収益、目１．開催

収益におきまして、舟券売上金１７０億円を増額したものでございます。また、売上に比

例しまして、目３．その他営業収益における、電話投票に係る住之江興業からの寄附金も

３億５，８７０万円増額いたしました。 

 続きまして、支出の部、款１．モーターボート競走事業費用につきましては、１４５億

６２５万円を増額し、８６３億６，９７５万４，０００円に改めたものでございます。 

 その主な内訳としましては、項１．営業費用、目１．開催費におきまして、舟券売上金

の増額に伴う電話投票事務委託料、電話投票システムの使用料、競走場の賃借料、日本財

団及び競走会への交付金、舟券の払戻金といった、売上比例経費を増額したものでござい

ます。 

 説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（中川 健君）説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、お諮りいたします。本件は委員会付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  

 これより討論に入ります。ご意見はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第１号は承認することに決しました。 

 次に、日程第３ 議案第１号 大阪府都市ボートレース企業団議会議員等の報酬、費用

弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、議案第２号 大阪府都市ボートレー

ス企業団企業長等の給料等に関する条例の一部改正について、議案第３号 大阪府都市ボ

ートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について及び議案第

４号 大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条



例の一部改正についての４件を一括して議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

○事務局長（武田克彦君）議案第１号 大阪府都市ボートレース企業団議会議員等の報酬、

費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、議案第２号 大阪府都市ボート

レース企業団企業長等の給料等に関する条例の一部改正について、議案第３号  大阪府都

市ボートレース企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について及び議

案第４号 大阪府都市ボートレース企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部改正についてを一括してご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、会議事項の５ページをお開き願います。 

 本件につきましては、人事院勧告に伴い国家公務員の給与が改正されたことから、その

改正内容に準じて企業団議会議員及び企業長等の給与改正を行うものでございます。  

 議案第１号並びに議案第２号につきましては、企業団の議会議員並びに企業長等に支給

する期末手当につきまして、年間支給月数を０．０５か月引き上げ、４．５５か月から４．

６か月に改正するものでございます。また、議案第３号につきましては、国家公務員の配

偶者扶養手当が廃止されることと、通勤手当の対象に駐車場等の利用額を含めることに伴

う改正でございます。議案第４号につきましても同様に、通勤手当の対象に駐車場等の利

用額を含める改正でございます。 

 なお、議案第１号及び議案第２号の条例の施行は公布の日からとさせていただきますが、

実施につきましては、令和７年１２月に支給する期末手当から遡及して適用するものでご

ざいます。また、議案第３号及び議案第４号の条例の施行は令和８年４月１日からとさせ

ていただきます。なお、新旧対照表を会議事項の７ページ、１０ページ、１３ページ及び

１６ページに示しておりますので、ご参照ください。 

 説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川 健君）説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、お諮りいたします。本４件は委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 



 ご異議なしと認めます。よって、本４件は委員会付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。ご意見はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、お諮りいたします。本４件は原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第１号、議案第２号、議案第３号及び議案第４号

は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第４ 議案第５号 令和７年度大阪府都市ボートレース企業団モーターボー

ト競走事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

○事務局長（武田克彦君）議案第５号 令和７年度大阪府都市ボートレース企業団モーター

ボート競走事業会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法第２９２条において準用する同法第２１８条第１項の

規定により上程するものでございます。また、今回の補正は先ほどの議案第１号から議案

第４号でご説明しましたとおり、人事院勧告による国家公務員の給与の改正に準じ、企業

団議会議員及び企業長等の給与改正に伴い、人件費について増額を行おうとするものでご

ざいます。 

 恐れ入りますが、会議事項の１７ページをお開き願います。 

 第１条は、補正予算の総則を定めるものでございます。 

 次に、第２条は、予算で定められております第３条で定めた収益的支出の額を増額補正

するものでございます。その内容につきましては、補正予算実施計画書でご説明いたしま

すので、恐れ入りますが、次の１８ページをお開き願います。 

 収益的支出の款１．モーターボート競走事業費用につきまして、１，２５９万５，００

０円を増額し、８６３億８，２３４万９，０００円に改めるものでございます。 

 その内容としましては、項１．営業費用、目４．総係費におきまして人件費を１，００

８万６，０００円増額、また、目５．議会費におきましても同様に、人件費を２５０万９，

０００円増額するものでございます。 

 なお、１９ページ以降に予定キャッシュ・フロー計算書と予定貸借対照表を示しており

ますので、ご参照ください。 



 説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（中川 健君）説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、お諮りいたします。本件は委員会付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。  

 これより討論に入ります。ご意見はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第５ 議案第６号 令和８年度大阪府都市ボートレース企業団モーターボー

ト競走事業会計予算を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

○企業長（瀧澤智子君）令和８年度予算に係る事業運営の基本方針についてご説明させてい

ただきます。 

 ボートレース業界におきましては、令和３年度以降、４年連続で過去最高の売上を更新

しており、令和７年度におきましてもテレビＣＭを中心としたイメージアップや電話・ネ

ットによる投票が引き続き好調で、令和７年度１２月末現在で、前年度比１０４．７％の

売上となっており、このまま順調に推移すれば５年連続で過去最高の売上を更新するもの

と思われます。しかしながら、この好調な売上がいつまでも続くものと楽観視することな

く、緊張感を持って売上の向上と収益の確保に引き続き努めてまいります。 

 それでは、令和８年度の主な取組について述べさせていただきます。 

 まず、レース開催日数につきましては、年末に薄暮で開催しますプレミアムＧⅠクイー

ンズクライマックスをはじめ、４月早々に開催しますＧⅠ太閤賞競走など、２０レース、

１１４日間を予定しております。このプレミアムＧⅠクイーンズクライマックスの開催と

一般戦の売上実績を踏まえ、当初予算としての売上額は、昨年度と比較しますと２００億



円増の９００億円を計上しております。 

 次に、本場への来場促進につきましては、若い世代の来場者が多くなってきていること

から、引き続き女性やファミリー層を対象としましたイベント等の実施により、来場促進

と新規顧客の獲得を図ってまいります。 

 また、現在売上の最大の柱となっております電話・ネット投票につきましては、ギャン

ブル依存症の啓発も図りつつ、ユーチューブなどウェブサイト上での広告やイベント等を

充実し、電話・ネット投票会員の売上向上と新規会員の獲得を図ってまいります。 

 次に、企業団の将来を担う人材の育成については、持続可能な企業団運営のため人材育

成計画に基づいて着実に取り組むとともに、令和７年度に引き続きメンタルヘルス研修な

どを実施してまいります。 

 続いて、ボートレース住之江の大きな課題であります施設の老朽化に伴うリニューアル

化につきましては、第２施行者の箕面市と心合わせをしながら、施設所有者である住之江

興業株式会社と意見交換を重ねる中、同社内に施設整備計画担当部長が誕生いたしました。

今後は中長期的な視点を持ったリニューアル化案を同社にお示しをいただき、実現に向け

た検討を進めてまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、これらの取組を通じまして、企業団の最大の使命である構成市への

利益配分金の確保、財政への貢献につきまして、引き続き努めてまいります。議員の皆様

におかれましては、なお一層のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

まして、事業運営の基本方針のご説明とさせていただきます。 

 なお、予算案につきましては、事務局から説明をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

○事務局長（武田克彦君）議案第６号 令和８年度大阪府都市ボートレース企業団モーター

ボート競走事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、予算書の３ページをご覧ください。 

 第１条は予算の総則を定めるものでございます。 

 第２条は業務の予定量を定めるもので、年間開催日数１１４日、１日平均舟券売上金額

７億８，９４７万４，０００円、１日平均入場者数２，１００人、場間場外発売日数９０

日を予定しております。 

 次の第３条の収益的収入及び支出並びに４ページ、第４条の資本的収入及び支出につき

ましては、記載の数字の内訳も含めまして、予算実施計画によりご説明いたします。 



 恐れ入りますが、７ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入の部で、款１．モーターボート競走事業収益として９５６億

４，１２０万１，０００円を見込んでおります。 

 内訳としましては、項１．営業収益、目１．開催収益が９０９億円で主催レースの売上

金額でございます。また、他場レースの発売収益としまして、目２．受託事業収益が２４

億４，１６７万５，０００円、入場料、払戻金返還不能収入などの目３．その他営業収益

が２１億４，５２９万３，０００円でございます。 

 続きまして、項２．営業外収益、目１．受取利息及び配当金の６３３万２，０００円は

有価証券の運用益で、続いて目２．納入金の５，１６０万円につきましては、箕面市及び

泉佐野市からの納入金でございます。 

 目３．雑収益は拾得金、本場活性化助成金で３，６８０万円を予定するものでございま

す。また、５，９５０万１，０００円の目４．財産貸付収入は住之江競走場の土地の貸付

けによる収入です。 

 次に、８ページの支出の部でございます。 

 款１．モーターボート競走事業費用といたしまして９０２億８，２８０万６，０００円

を見込んでおります。 

 その内訳といたしまして、項１．営業費用、目１．開催費の８７７億５，００７万１，

０００円は主催レースに係る費用でございます。 

 次の目２．本場受託事業費の４億６，２４１万５，０００円はボートパーク住之江にお

ける他場レースの受託発売に係る費用になります。 

 続いて、目３．専用場外受託事業費の１１億９，３７５万６，０００円はボートレース

チケットショップりんくう及び大和ごせにおける他場レースの受託発売に係る費用です。 

 次の目４．総係費の５億１６２万７，０００円は事業全般に関連する費用で、職員給与

費や全国モーターボート競走施行者協議会への負担金等でございます。 

 続いて、目５．議会費の７，４５６万３，０００円につきましては、議会運営に関連す

る費用で、議会事務局職員給与費などでございます。 

 目６．減価償却費の１億９，８３７万３，０００円につきましては、固定資産の減価償

却費でございます。 

 続きまして、項２．営業外費用、目１．雑支出の２００万１，０００円につきましては、

消費税及び地方消費税の納付予定額等でございます。 



 最後に、項３．予備費、目１．予備費につきましては、１億円を計上いたしております。 

 以上が収益的収入及び支出の主な内容でございます。収入が約９５６億円、支出が約９

０２億円となり、単年度の収支といたしましては、税込みで約５４億円の利益を見込むも

のとなっております。 

 次に、９ページをご覧願います。 

 資本的収入及び支出についてでございますが、収入の部につきましては、今年度は見込

んでおりません。 

 次に、支出の部でございます。 

 款１．資本的支出といたしまして、３億１，０２０万５，０００円を予定しております。 

 その内訳といたしまして、項１．建設改良費、目１．施設改良費７６５万円は施設改良

に係る住之江ボートレース施行者協議会への負担金でございます。 

 続きまして、項２．固定資産取得費、目１．有形固定資産取得費２５５万５，０００円

は器具及び備品購入費になります。 

 次に、項３．投資、目１．投資有価証券３億円は投資有価証券購入費でございます。 

 以上が資本的収入及び支出の主な内容でございます。 

 なお、資本的収入及び支出の収入額が支出額に対し不足する額、３億１，０２０万５，

０００円につきましては、恐れ入りますが４ページに戻っていただきまして、４ページの

第４条、本文中、括弧書きでお示ししておりますとおり、建設改良積立金などにより補塡

するものでございます。 

 続きまして、そのまま４ページ、第５条の予定支出の各項の経費の金額の流用につきま

しては、消費税に不足が生じた場合の取扱いを定めるものでございます。 

 次に、第６条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、

職員給与費３億９，８０３万９，０００円及び交際費７０万円と定めるものでございます。 

 以上が令和８年度大阪府都市ボートレース企業団モーターボート競走事業会計予算の概

要となります。 

 なお、１０ページに予定キャッシュ・フロー計算書、１１ページ以降に給与費明細書、

また、１６ページ及び１７ページには予定貸借対照表、２５ページ以降には予算実施計画

明細書を示しておりますので、ご参照願います。 

 説明は以上でございます。何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川 健君）説明が終わりました。 



 質疑はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、ただいま議題となっております議案第６号 令和８年度大阪府都市

ボートレース企業団モーターボート競走事業会計予算は、お手元に配付いたしております

議案付託区分表のとおり、総務常任委員会及び業務常任委員会に審査を付託いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回は２月１９日午後２時より再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後２時３２分 散会） 

 

 

           議  長       中 川   健 

 

           署名議員       南 野 敬 介 

 

           署名議員       岡 田 昌 司 



令 和 ８ 年  第 １ 回 

大阪府都市ボートレース企業団議会定例会 

第２日（２月１９日） 

 

於：住之江競走場会議室 

○ 議 事 日 程（第２号） 

令和８年２月１９日（木）午後２時００分開議 

 

   日程第１         議席指定について 

 

   日程第２         総務常任委員補欠選任について 

 

   日程第３  議案第６号  令和８年度大阪府都市ボートレース企業団モーターボ

ート競走事業会計予算 

 

○ 本日の会議に付した事件 

   日程第１から日程第３まで 



○ 出席議員（１５名） 

   １番  信 貴 良 太         ２番  反 甫   旭 
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   14番  藤 木 栄 亮         15番  田 村 のり子 

   16番  長谷川   浩 

 

○ 欠席議員（１名） 

   ７番  鳥 居 善太郎 

 

○ 説明のため出席した者 

   企    業    長       瀧  澤   智  子 

   常 任 副 企 業 長       手  向   健  二 

   事 務 局 長       武  田   克  彦 

   理 事       干  川   雄 一 郎 
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   事 業 部 長       上  田   英  昭 

   企 画 宣 伝 課 長       楠  本   篤  史 

 

○ 職務のため出席した者 

   議 会 事 務 局 長       大  野   浩  史 

   次         長       寺  島   三 智 子 

   副 主 幹       北  野   弘  樹 



○ 副企業長またはその代理として出席した者 

   枚 方 市 長     伏  見      隆 

   堺 市 長     永  藤   英  機 

   岸 和 田 市 長     佐  野   英  利 

   貝 塚 市 長     牛  尾   治  朗 

   富 田 林 市 長     𠮷  村   善  美 

   寝 屋 川 市 長     広  瀬   慶  輔 
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   豊 中 市 副 市 長     菊  池   秀  彦 
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   東 大 阪 市 理 事     中  西   賢  治 

   八 尾 市 財 産 活 用 課 長     髙  萩   朋  幸 

 



（午後２時００分 開議） 

○議長（中川 健君）ただいまから、１月２６日に引き続き、本日の会議を開きます。 

 まず初めに、２月１８日に岸和田市議会において役員改選が行われ、反甫 旭議員が本

企業団議会議員に就任されましたので、ご紹介申し上げます。 

 自席からご挨拶を願います。 

    （自己紹介） 

 次に、本日の出席議員等の報告をさせます。 

○議会事務局長（大野浩史君）ご報告申し上げます。 

 本日、欠席届のあった議員は、東大阪市の鳥居善太郎議員１名でございます。現在、出

席議員は１５名でございます。 

 説明員の出席につきましては、お手元に配付のとおりでございます。 

 次に、副企業長等の出席についてご報告いたします。 

 枚方市・伏見市長、堺市・永藤市長、岸和田市・佐野市長、貝塚市・牛尾市長、富田林

市・𠮷村市長、寝屋川市・広瀬市長、高槻市・濱田市長、茨木市・福岡市長、泉大津市・

重里副市長、泉佐野市・真瀬副市長、豊中市・菊池副市長、吹田市・辰谷副市長、東大阪

市・中西理事、八尾市・髙萩財産活用課長。 

 以上でございます。 

○議長（中川 健君）それでは、日程第１ 議席指定についてを行います。 

 反甫 旭議員の議席は２番に指定いたします。 

 次に、本日の会議録署名議員を指名いたします。 

 ６番 尾崎哲哉議員、８番 池嶋一夫議員の両議員にお願いいたします。 

 次に、日程第２ 総務常任委員補欠選任についてを行います。 

 現在、総務常任委員会において１名の欠員が生じております。 

 お諮りいたします。選任の方法につきましては、議長において指名いたしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。それでは、私から指名いたします。 

 反甫 旭議員を総務常任委員に指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、反甫 旭議員が総務常任委員に選任されました。 



 次に、日程第３ 議案第６号 令和８年度大阪府都市ボートレース企業団モーターボー

ト競走事業会計予算を議題といたします。 

 本件について、常任委員会の審査結果を各委員長より報告願います。 

 まず、業務常任委員長の報告を求めます。 

○５番（岡田昌司君）業務常任委員会のご報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました、議案第６号 令和８年度大阪府都市ボートレース企業団モ

ーターボート競走事業会計予算について、１月２９日に委員会を開会し、慎重なる審査を

行いました。 

 まず、付託部分について理事者より詳細なる説明を受けた後、審査を行いました結果、

本件は当委員会に付託されました部分について、全員異議なく原案のとおり可決すべきも

のと決しましたので、以下、審査の概要についてご報告申し上げます。 

 まず、一委員より、質疑の内容が総務常任委員会の所管になるかもしれないが、との断

りの上で、ボートレース住之江には子供を預かってもらえる託児所のような施設はあるの

か、また、他場でそのような施設を持っているところはあるのか、とただされました。  

 これに対し、理事者より、ボートレース住之江に託児所はないが、女性・子どもルーム

という家族や保護者同伴でご利用いただく施設を設置している。他場ではモーヴィという、

遊具を設置した子供向け施設を持つレース場はあるが、託児所のような保育士等が常駐し

ている施設はない、との答弁がありました。 

 これに対し、同委員より、今後、託児所のような施設を設置する考えはあるか、とただ

されました。 

 これに対し、理事者より、託児所となると認可保育施設と同等の基準を満たす必要があ

り、子供の人数に応じた面積の確保、対応可能なスタッフの配置等が必要となる。また、

施設所有者の住之江興業と、もう一つの施行者である箕面市との３者での意見調整も必要

となることから、今のところは厳しいと考えている、との答弁がありました。  

 これに対し、同委員より、今後、家族でも利用しやすい施設のニーズが増えることは十

分に考えられるため、難しいとは思うが、ぜひ前向きに進めていただきたい、との要望が

ありました。 

 次に、他の委員より、開催収益の舟券発売金のうち、舟券売上金が令和７年度に比べて

大幅に増額しているのに対し、舟券返還金は令和７年度より減額されているのはなぜか、

とただされました。 



 これに対し、理事者より、舟券返還金は舟券売上金に一定の割合を乗じて算定しており、

令和７年度は２％で計上していたが、過去６年の実績を踏まえ、１％に見直した結果、減

額となった、との答弁がありました。 

 さらに、同委員より、受託事業収益の専用場外受託事業収益のうち、ボートレースチケ

ットショップりんくう及び大和ごせの受託事業収益に比べて売上規模が大きいボートピア

梅田の受託事業収益が低いのはなぜか、とただされました。 

 これに対し、理事者より、ボートピア梅田は、現在、箕面市が管理施行をしており、そ

の収益は箕面市から交付金として交付されるため、予算には当該交付金の額のみ計上して

いるが、ボートレースチケットショップりんくう及び大和ごせは、現在、当企業団が管理

施行をしており、受託発売に係る売上収入は一旦全て当企業団に入金され、その後、委託

先への支払い、環境整備費、箕面市への交付金等が支出される。そのため、予算上の収益

には実質的な利益に加え、これらの支出に充てる額も含まれていることから、ボートピア

梅田よりも金額が大きくなっている、との答弁がありました。 

 さらに、同委員より、開催日数が令和７年度に比べて増加しているのに対し、その他営

業収益の入場料は令和７年度より減額となっているのはなぜか、とただされました。  

 これに対し、理事者より、舟券返還金と同様、過去６年の実績を踏まえ、１日平均入場

者数２，１００人に入場料１００円と開催日数１１４日を乗じて計上した結果、減額とな

った、との答弁がありました。 

 さらに、同委員より、質疑の内容が総務常任委員会の所管になるかもしれないが、との

断りの上で、入場者を増やすための施設改修について、以前から先輩議員が議論をされて

おり、住之江興業の親会社である南海電鉄との話合い等もされていると思うが、今後の施

設改修についての企業長の考えをお聞きしたい、とただされました。 

 これに対し、企業長より、住之江興業に対し、中長期的な見通しを示すとともに、これ

までは修繕が中心の施設改修であったが、今後は魅力あるボートレース場になるような取

組をしていただきたいと要望し、実際に今年度から専門の担当者を配置するという話も伺

っているので、期待したいと思っている。また、住之江興業、箕面市との３者協議も必要

であると考えており、来場者アップにつながるような取組を進めるとともに、これまでも

行っているイベント等により、地域の皆様の来場機会を増やしていきたいと思っている、

との答弁がありました。 

 これに対し、同委員より、これまで他場も視察したが、ボートレース住之江に比べて他



場は立派な施設である。先ほどの質疑でもあったように、今後は家族でも利用しやすいよ

うな、より良い施設を目指して、住之江興業、箕面市とも協議を重ねていただきたい、と

の要望がありました。 

 さらに、同委員より、施設改良費の負担金が増額されているのはなぜか、とただされま

した。 

 これに対し、理事者より、施設改良費は、新規で整備する固定資産や更新が必要となる

固定資産の費用を箕面市と負担するため、住之江ボートレース施行者協議会負担金として

予算計上しているもので、内容は年度ごとに異なるものである。令和８年度は投票機器の

移設、現金取り忘れ防止のための音声プログラムの追加、モーニングレースとナイターレ

ースのリレー配信のための整備費用で、合計７６５万円が必要となったため増額となった、

との答弁がありました。 

 以上のような質疑並びに要望があった後、採決を行った結果、冒頭にも申し上げました

とおり、本件は当委員会に付託された部分について、全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しましたので、ここにご報告を申し上げます。 

○議長（中川 健君）次に、総務常任委員長の報告を求めます。 

○１３番（小林義典君）総務常任委員会のご報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました、議案第６号 令和８年度大阪府都市ボートレース企業団モ

ーターボート競走事業会計予算について、１月３０日に委員会を開会し、慎重なる審査を

行いました。 

 以下、審査の概要についてご報告を申し上げます。 

 まず、一委員より、令和７年１１月に開催された総務常任委員会において、企業長の中

央団体への訪問に係る質疑があったかと思うが、令和８年度は企業長の出張をどの程度見

込んでいるか、とただされました。 

 これに対し、理事者より、企業長等特別職の出張旅費は、総係費の旅費５６３万７,００

０円のうち４３万８,０００円を計上している。内容としては、中央団体への訪問をはじめ、

ボートレース振興会が主催するボートレースサミットやボートレース新年交流会などの出

席、全国各地の競走場への視察などを予定している、との答弁がありました。 

 これに対し、同委員より、企業長の中央団体等への出張を複数予定しているとのことだ

が、その中でも、中央団体への訪問を通じて当企業団にどのような影響や効果をもたらす

ことを想定しているのか、とただされました。 



 これに対し、企業長より、中央団体への訪問については、ボートレース業界全体の動向

や方針等の情報収集、また、当企業団の考えや要望を伝えることができる場であると認識

している。当企業団を含む各施行者が、中央団体への訪問等により、連携を強化すること

で、業界全体を盛り上げることができると考えており、結果として、当企業団の売上と各

構成市への配分金が上昇するものと考えている。今後も中央団体や他施行者との意見交換

や交流を大切にしていきたい、との答弁がありました。 

 これに対し、同委員より、中央団体への訪問によって業界全体の動向や方針等の情報収

集、また、当企業団の要望を伝えることができるとのことだが、その場で得た情報につい

ては、これまで常任副企業長や副企業長に共有はしてきたのか、とただされました。 

 これに対し、企業長より、共有などが必要な案件については、副企業長会議において情

報共有や議論を行ってきた。今後についても、これまでと同様に情報共有を行い、企業団

としての意思統一を図っていきたいと考えている、との答弁がありました。 

 これに対し、同委員より、副企業長会議で共有や議論を行っているとのことだが、常任

副企業長や副企業長が企業長と同じ意思を持っているようにはあまり感じられない。売上

の向上を目標にしているのであれば、１６市全体での意思統一が必要になってくるのでは

ないかと思うので、来年度も引き続き努力していただきたい、との要望がありました。  

 以上のような質疑があった後、採決を行った結果、本件は当委員会に付託された部分に

ついて、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しましたので、ここにご報告申し

上げます。 

○議長（中川 健君）両委員長の報告が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、これより討論に入ります。ご意見はありませんか。 

    （なしの声あり） 

 ないようですので、これより採決いたします。本件は、両委員長の報告のとおり原案を

可決することにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第６号 令和８年度大阪府都市ボートレース企業

団モーターボート競走事業会計予算は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本定例会に付議された案件は全て議了いたしました。 



 閉会に当たり、企業長より挨拶があります。 

○企業長（瀧澤智子君）令和８年第１回定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げます。 

 初めに、本年１月２５日の貝塚市長選挙におきまして、牛尾市長が初当選されました。

心からお祝いを申し上げますとともに、ボートレース事業のさらなる発展のため、ご協力

を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 さて、本定例会にご提案申し上げました各議案につきまして、熱心なご審議をいただき、

ご決定、ご承認を賜り、厚くお礼申し上げます。また、ご審議の中で賜りましたご意見に

つきましても、事業運営に生かすよう努めるとともに、引き続き本企業団職員が一丸とな

って、売上の向上と収益の確保を図ってまいりたいと考えております。 

 昨年は、ボートレース大村をはじめ６か所の他場を視察させていただきました。ボート

レース大村では日本モーターボート選手会の瓜生代表と、また、ボートレース福岡では住

之江興業の門倉社長と共に視察することで、非常に意義深いものとなりました。今後も引

き続き中央団体との連携はもちろん、他場への視察も積極的に行いたいと考えております。 

 議員の皆様には、今後も本企業団の運営にご理解とご支援を賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

 結びになりますが、皆様方におかれましてはご健康に留意され、ますますご活躍されま

すことを祈念申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。 

○議長（中川 健君）最後に、私から一言ご挨拶を申し上げます。 

 １月２６日に開会いたしました第１回定例会もここに無事閉会を迎えることになりまし

た。議員各位には本定例会の円滑な運営にご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 ここに新年度予算が成立したわけでございますが、令和８年度は４月にＧⅠ太閤賞競走、

年末にはプレミアムＧⅠクイーンズクライマックスと大きな開催が予定されております。

理事者各位におかれましては、収益のさらなる確保に向け、より一層のご尽力をお願いす

るものでございます。 

 議員各位並びに理事者各位におかれましては、各市の定例会を控え、多忙な時期とは存

じますが、健康にくれぐれもご留意をいただき、ますますご活躍くださいますことを心よ

りお祈りを申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。 

 これをもって令和８年第１回大阪府都市ボートレース企業団議会定例会を閉会いたしま

す。 



（午後２時２０分 閉会） 
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